
青の煌
きら

めきあおもり国スポ・青の煌
きら

めきあおもり障スポ 

広報ボランティア募集要項 

 

１ 目的 

  ２０２６年（令和８年）に青森県で開催する「青の煌
きら

めきあおもり国スポ（第８０回国民

スポーツ大会）」及び「青の煌
きら

めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）」（以

下、「両大会」という）の開催周知と気運醸成を図るとともに、県民総参加による大会を実現

させるため、広報ボランティアを募集・組織し、県内各地での各種イベントと連携した広報

活動や県民運動の普及推進を図ることを目的とする。 

 

２ 募集主体 

  第８０回国民スポーツ大会青森県準備（実行）委員会（以下、「県準備（実行）委員会」と

いう。） 

 

３ 募集日程 

  ２０２２年（令和４年）から２０２５年（令和７年）までとする。なお、募集から活動に

至るまでのスケジュールは以下を基本とする。 

  (1) ５月 募集開始 

  (2) ７月 募集締切 

  (3) ８月 研修会 

  (4) ９月 広報活動開始 

 

４ 活動期間 

  ２０２２年（令和４年）９月～２０２６年（令和８年）１０月末日 

 

５ 活動場所 

  県準備（実行）委員会主催のイベント及び県準備（実行）委員会が活動を認めた県内のイ

ベント等 

 

６ 活動内容 

  県・市町村・競技団体等が主催する各種イベント会場等において、次の活動を実施する。 

  なお、着ぐるみを使用する場合は、健康・安全面に十分に配慮し、活動を行う。 

  (1) 啓発グッズ等の配布や着ぐるみによる啓発活動 

  (2) イベント等でのブース出展における参画・設置・運営 

  (3) 青の煌
きら

めきダンスを習得し、出前教室や各種イベント等で披露する等、ダンスの普

及活動 



  (4) 県民運動（地域の環境美化運動や清掃活動、総合開・閉会式や各競技会の運営ボラン

ティア、観戦・応援、イメージソングの普及等）への参画 

  (5) 自主企画によるＰＲや媒体を活用した情報発信（事務局への取材内容提供、各自の

ＳＮＳによる情報発信等） 

  (6) その他の広報ＰＲ活動 

 

７ 応募要件 

  青森県民（応募年度に満１６歳以上の方）は応募できるものとする。 

※ なお、進学・就職等により他県等へ転出した場合も、本人の継続意思及び活動の参加

見込みがあれば、引き続き登録できるものとする。 

 

８ 募集人数 

  毎年の募集人数は５０人程度とし、開催１年前の２０２５年（令和７年）までに２００人

程度の広報ボランティアを確保できるよう、募集する。 

 

９ 応募方法 

  両大会に係るボランティア専用ホームページの応募フォームに必要事項を入力して申し

込むか、または応募申込用紙に必要事項を記入の上、郵送・ＦＡＸ・持参・メールのいずれ

かの方法により申し込むものとする。 

なお、グループでの申込もできるものとする。 

 

10 登録・取消 

  応募要件を満たし、事前研修を受けた者を両大会の広報ボランティアとして登録する。た

だし、応募年の４月１日時点で１８歳未満の者は、応募の際に保護者の同意を要するものと

する。 

広報ボランティアとして登録した後は、応募要件を満たす限り、活動を終了する２０２６

年（令和８年）１０月末日まで、広報ボランティアとしての活動を継続して行うものとする。 

  なお、本人の申し出によるほか、両大会のイメージを損なう行為等があった場合は、県準

備（実行）委員会の判断に基づき、登録を取り消すことがある。 

 

11 待遇 

 (1) 報酬は支給しない。（交通費は条件によって、支給あり。） 

(2) ユニフォーム等識別用品を支給する。 

(3) 県準備（実行）委員会の負担で、「ボランティア活動保険」に加入する。 

 

12 個人情報の取扱い 

  応募者の個人情報については、両大会の広報活動実施のための業務以外には使用しない。



ただし、申込時において、各市町村等への情報提供に同意した者（応募年の４月１日時点で

１８歳未満の場合は、保護者の同意を得た者）の個人情報は、各市町村等へ参考情報として

提供することがある。 

 

13 問い合わせ先 

  第 80回国民スポーツ大会青森県準備（実行）委員会事務局 

（青森県国スポ・障スポ局内） 

〒030-8570 

  青森県青森市長島１丁目１番１号 

  TEL：017-734-9703  FAX：017-734-8032 

  E-mail：kokuspo@pref.aomori.lg.jp 

 

14 その他 

  この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

令和５年４月１日 改定 


